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務
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昭
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二
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営
企
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管
理
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第
六
号
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の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
二
十
九
条
第
三
項
中
「
年
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
年
三
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め

る
。
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１

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
第
百
二
十
九
条
の
規
定
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
以

後
に
締
結
す
る
契
約
（
同
日
前
に
青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
第
百
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
契

約
の
準
備
行
為
を
行
っ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
締
結
し
た
契
約
及
び

同
日
前
に
青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
第
百
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
契
約
の
準
備
行
為
を
行
っ

た
契
約
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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